
ここだけは押さえておきたい！
マイナンバー制度の概要と実務



マイナンバー制度とは？

『行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律』に基づき日本

に住む人それぞれ個人につけられる番号のこと
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マイナンバー制度とは？ ②
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税理士・社労士など
フリーランサー

会社（事業者）

源泉徴収票
給与支払い報告書等の作成

厚生年金被保険者資格取得届
の作成

健康保険被保険者資格取得届
の作成

雇用保険被保険者資格取得届
の作成

報酬

マイナンバー告知

給与支払い
保険料徴収

社会保険関係
手続き

マイナンバー告知

社員

外注先

報酬等に係る
支払調書の提出

源泉徴収票
給与支払い報告書

提出

社会保険関係

年金事務所
健康保険組合
ハローワーク

税務関係

税務署
市区町村



マイナンバー制度とは？ ③
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番号制度が導入されても、集約した個人情報を各行政機関が閲覧することのできる
『一元管理』の方法をとるわけではない

内閣官房作成資料より



マイナンバー法の目的

行政運営の効率化

行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図る
こと

国民が手続の簡素化による負担の軽減を得られるよう
にすること

国民が本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上
を得られるようにすること
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マイナンバー制度が企業に与える影響

① 会社にとって大きなリスク要因になる可能性がある。

② 全従業員が対象となる。

③ 個人や会社が『ガラス張り』になる
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読売新聞
2015年2月23日（月）号より



全体スケジュール
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• 2015年10月5日 「番号法」施行（※番号取得が可能。ただし利用は不可）

• 2016年 1月 1日 マイナンバー制度運用開始

• 2017年1月～ マイナポータルの開設

国の機関間での情報連携の開始



個人番号の概要

対象者：日本国籍を有する者・中長期在留者・特別永住者

個人番号の桁数：12桁（数字のみ）

個人番号の変更：原則 自由に変更することはできない

例外 個人番号が漏えいして不正に利用

される恐れがあると認められるとき

は変更が可能

通知の時期：平成27年10月以降

利用時期：平成28年1月以降 9



個人番号カードと通知カード
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通知カード 個人番号カード

【交付】
〇 2015年10月以降に順次配布
〇 各市町村から簡易書留で郵送される
【様式】
〇 紙製
〇 個人番号と基本4情報のみ
(氏名、住所、生年月日、性別)

【交付】
〇 交付申請書の提出により、2016年1月以降に発行される
〇 市町村窓口への来庁手続きが必要
【様式】
〇 プラスチック製
〇 顔写真あり、ICチップ付き
〇 電子証明書の有効期限の記載欄 〇 セキュリティコード
〇 サインパネル領域 〇 臓器提供意思表示欄

申請
(任意)

コピーできる者に制限なし

(身分証明書として利用可)

コピーできる者は行政機関や
雇用主など法令に規定された

者に限定される

出典：総務省ホームページ



個人番号カードの申請方法
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通知カード

個人番号カード交付申請書

個人番号カード交付申請書
本人の顔写真を貼り、同封されている
返信用封筒に入れて郵便ポストへ投
函します

2016年1月以降、交付通知書が送ら
れてきたら「通知カード」と「本人確認書
類(運転免許証など)」を持って市町村
窓口へ来庁し、個人番号カードを受け
取ります

申請方法

受取方法

※オンラインでの申請もできます
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付
申請書のQRコードでWebアクセスして
写真データを添付して送信します

オモテ ウラ



個人番号の利用範囲
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 当面は「社会保障」「税」「災害対策」の３分野のみで利用可能

 2015年9月 改正マイナンバー法が成立
 基礎年金番号とマイナンバーの連結は延期

 金融分野、医療分野等における利用範囲の拡充

出典：内閣官房社会保障改革担当室/内閣府大臣官房番号制度担当室「マイナンバー社会保障・税番号制度」



社会保障分野の利用範囲

年金分野⇒年金の資格取得･確認、給付を受ける際に利用

国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金 である給付の支
給に関する事務
確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務

労働分野⇒雇用保険等の資格取得・確認・給付を受ける際に利用

雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務
労災保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務

福祉・医療・その他分野⇒医療保険等の保険料徴収等の医療保険者
における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の
事務等に利用

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
健康保険法、国民年金保険法等の保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務 等
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社会保障関係書類への記載時期
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分野 主な届出書の内容 施行日

雇用保険 以下の様式に「個人番号」を追加予定
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届 等

以下の様式に「法人番号」を追加予定
・雇用保険適用事業所設置届 等

平成28年1月1日提出分～

健康保険・
厚生年金保険

以下の様式に「個人番号」を追加予定
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者（異動）届 等

以下の様式に「法人番号」を追加予定
・新規適用届 等

平成29年1月1日提出分～

※既存の従業員や被扶養者分の個人番号については、平成28年1月以降に年金事
務所、健康保険組合、ハローワークに報告予定



改正様式（社会保障関係）
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被保険者の「個人番号」欄
が追加されます。

被保険者の「個人番号」欄
が追加されます。



税分野の利用範囲

税分野⇒当局の内部事務等に利用

確定申告書

給与所得の源泉徴収票

報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書

オープン型証券投資信託益の分配の支払調書 等
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税務関係書類への番号記載時期
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記載対象 一般的な場合

所得税 平成28年１月１日の属する年分以降の
申告書から

平成28年分の場合⇒
平成29年2月16日から3月15日まで

贈与税 平成28年１月１日の属する年分以降の
申告書から

平成28年分の場合⇒
平成29年2月1日から3月15日まで

法人税 平成28年１月１日以降に開始する
事業年度に係る申告書から

平成28年12月末決算の場合⇒
平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで) 

消費税 平成28年１月１日以降に開始する
課税期間に係る申告書から

＜個人＞ ＜法人＞
平成28年分の場合⇒ 平成28年12月末決算の場合⇒
平成29年1月1日から3月31日まで 平成29年2月28日まで

相続税 平成28年１月１日以降の相続又は遺贈
に係る申告書から

平成28年１月１日に相続があったことを知った場合⇒
平成28年11月1日まで

酒税・
間接諸税

平成28年１月１日以降に開始する
課税期間（１月分）に係る申告書から

平成28年１月分の場合⇒
平成28年2月1日から2月29日まで

法定調書 平成28年１月１日以降の金銭等の支払
等に係る法定調書から（注）

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間
取引報告書
⇒平成29年1月31日まで

申請書・
届出書

平成28年１月１日以降に提出すべき
申請書等から

各税法に規定する、提出すべき期限



改正様式１（源泉所得税関係）

18



災害対策分野の利用範囲

災害対策分野⇒被災者台帳の作成に関する事務に利用

被災者生活再建支援金の支給に関する事務

被災者生活再建支援制度とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、
地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場
合を対象にしていますただし、この制度が適用になるには、被害
の大きさが法律で決められていて、適用になるかどうかについて
は、都道府県からお知らせ（公示）があります。
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法人番号の概要

対象法人：国の機関及び地方公共団体、会社法その他の

法令により設立の登記をした法人等

法人番号の桁数：13桁（数字のみ）

法人番号の変更：変更することができない

通知の時期：平成27年10月以降

利用時期：平成28年1月以降

利用範囲：制限なし 20



事業者が注意すべき４つのポイント

① 取得

② 利用・提供

③ 保管・廃棄

④ 安全管理措置
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個人番号を取得する際のルール ①

マイナンバーを含む特定個人情報にも個人情報保護法
が適用されるので、マイナンバーを取得するときは、利用
目的を本人に通知又は公表する必要がある。

複数の利用目的をまとめて明示することは可能だが
利用目的を後から追加することは不可能
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個人番号を取得する際のルール ②

個人番号を取得する際は、
①正しい番号であることの確認（番号確認）

②現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であ
ることの確認（身元確認）
が必要

①個人番号カード（番号確認と身元確認）

②通知カード（番号確認）と運転免許証・パスポートなどの写真付き公的書類（身元確
認）

③ 通知カード（番号確認）
と健康保険証・年金手帳など2つ以上の公的書類（身元確認）

＊通知カードがない場合は、マイナンバーが記載された住民票でも可。
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個人番号を取得する際のルール ③

代理人から個人番号の提供を受ける場合は、①代理権
②代理人の身元、③本人の番号の３つを確認する必要
がある。

①代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本な
ど、任意代理人の場合は委任状

②代理人の身元の確認は、代理人の個人番号カード、
運転免許証など

③本人の番号確認は、本人の個人番号カード、通知
カード、マイナンバーの記載された住民票の写しなど
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税分野と社会保障分野の違い
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税分野

年末調整では、従業員が事業主に対して、扶養家族の個人番号
の提供を行うため、従業員が、扶養家族の本人確認を行う必要
がある。この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要は
ない。

社会保障分野 ⇒代理人が必要

国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者本人
が事業主に対し届け出る必要があるので、事業主が当該配偶者
の本人確認を行う必要がある。従業員が配偶者の代理人として
個人番号を提供する場合は、代理人から個人番号の提供を受
ける場合の本人確認が必要となる。



委任状（例）

26



個人番号を取得する際の書式例

27



個人番号を取得する際の書式例②
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個人番号の収集のタイミング
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個人番号収集の方法

従業員に個人番号が通知されて以降であれば、会社は個人番号の取得
が可能になる。

ただ、個人番号は、行政機関などに提出する時までに取得すればよく、
必ずしも平成２８年１月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する
必要はない。

例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成２８年１月の給与支払い
から適用され、中途退職者を除き、平成２９年１月末までに提出する源
泉徴収票から個人番号を記載する必要がある。

いつまでに個人番号を取集すればよいか

① 対面
② 郵送
③ オンライン



具体的な取得の具体的事例 ①
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小規模事業者の場合

従業員の人数が少数の会社の場合、従業員から提出された個
人番号を経営者や担当者が直接『番号の確認』と『身元の確認』
を行うことになる。



具体的な取得の具体的事例 ②
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営業所が複数あるため封筒配布で本社が収集する場合

本社

自宅に封筒を配布して本社が従業員から直接個人番号を取得ことは可能。
注意点としては、普通郵便では無く簡易書留等を利用するのがベスト。



具体的な取得の具体的事例 ③
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多店舗展開でアルバイトも多く雇用している場合

本社

店舗Ａ

店舗Ｂ

店舗Ｃ

多店舗展開しているような事業所の場合、従業員それぞれから直接本社
宛に個人番号を送付されても業務が煩雑になる。その場合は、各店舗で個
人番号を集約した上で本社へ送付するのが業務効率上良いと考えられる。



利用・提供
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事業者は社会保険・税に関する手続き書類に従
業員等のマイナンバーなどを記載して役所に提出
＊利用目的以外の利用・提供はできない

＜具体的な利用・提供＞

雇用保険関係・・・資格取得・喪失など
健康保険・厚生年金・・・資格取得・喪失など
税関系・・・源泉徴収票・給与支払い報告書 など



保管・廃棄
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必要がある場合だけ保管が可能、必要がなくなっ
たら廃棄しなければならない

必要がある場合とは・・・
・翌年以降も継続的に雇用契約が認められる場合
・所管法令で一定期間保存が義務付けられている場合など。

☆廃棄や削除を前提として、保管体制を検討することが必要

パソコンなどで保管する場合は、廃棄後復元できないようにしなけ
ればならない。
（メールの完全削除、ファックスの記録完全削除 などの措置）



特定個人情報管理表記載例
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特定個人情報の収集・利用・廃棄の記録は『従業員』だけでなく
『外部専門家（税理士・弁護士等）』の記録も取る必要があります。



人事労務関連書類の法定保存期間
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書類 保存
期間

起算日

労災保険に関する書類 3年 完結の日

雇用保険の被保険者に関する書類
・離職票、
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
など

4年 完結の日（退職等の日）

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
給与所得者の配偶者特別控除申告書
源泉徴収票

7年 属する年の翌年1月10日の翌日

健康保険・厚生年金保険に関する書類
・標準報酬決定通知書
・資格喪失確認通知書 など

2年 完結の日（退職等の日）



安全管理措置

小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税な
どの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱う

ことになり個人情報の安全管理措置を講じる必要があ
る。

37



安全管理措置『6つのルール』
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① 基本方針の策定

② 取扱規定等の策定

③ 組織的安全管理措置

④ 人的安全管理措置

⑤ 物理的安全管理措置

⑥ 技術的安全管理措置



中小規模事業者
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中小規模事業者とは、事業者のうち従業員数が100人以

下の事業者であって次に掲げる事業者を除く事業者をい
う。

① 個人番号利用事務実施者
② 委託に基づいて個人番号関係事務または個人番

号利用事務を業務として行う事業者
③ 金融分野（金融庁作成の「金融分野における個人

情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定
義される金融分野）の事業者

④ 個人情報取扱事業者

※ 中小規模事業者には緩和された安全管理措置が適用される。



基本方針の策定
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特定個人情報等の適正な取扱いの確保を図るため
に会社として基本方針を策定する必要がある。

＜定める項目＞
①事業者の名称
②関係法令・ガイドライン等の遵守
③安全管理措置に関する事項
④質問および苦情処理の窓口 など

※1 中小規模事業者も策定する必要がある
※2 基本方針は、既存の個人情報保護方針を改正することでも対応可能
※3 公表の必要はない



取扱規定の策定
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「個人番号を取り扱う事務の範囲」「特定個人情報ファイルの範囲」
「個人番号を取り扱う事務に従事する従業者の範囲」において明確
化した事務の流れを整理して特定個人情報等の具体的な取扱いを
定めた取扱い規程を策定する必要がある。

＜定める項目＞
① 取得する段階
② 利用を行う段階
③ 保存する段階
④ 提供を行う段階
⑤ 削除・破棄を行う段階

※中小規模事業者における対応方法
・特定個人情報等の取り扱いを明確化する
・事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引継を行い、責任者が確認をする。



組織的安全管理措置
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・ 事務における責任者の設置及び責任の明確化
・ 事務取扱担当者の明確化及びその役割の明確化
・ 事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲の明確化
・ 事務取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合
の責任者への報告連絡体制

・ 情報漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から責任者等へ
の報告連絡体制

・ 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任
の明確化 ・ 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録

・ 書類・媒体等の持出しの記録
・ 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録
・ 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等
・ 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、事務取扱担当者の情 報システムの利用
状況（ログイン実績、アクセスログ等）の記録
・情報漏えい等の事案の発生時の体制整備

担当者を明確にして、担当者以外が特定個人情報等
（マイナンバーなど）を取り扱うことがないような仕組み
を構築すること



人的安全管理措置

43

従業員を監督・教育すること

●事務取扱担当者の監督
事業者は、特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事
務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行う。

●事務取扱担当者の教育
事業者は、事務取扱担当者に、特定個人情報等の適正な取扱いを周知徹底す
るとともに適切な教育を行う



物理的安全管理措置
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・壁または間仕切りの設置
・のぞき見されない座席配置
・鍵つきキャビネットに書類を保管する

・特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合は、
セキュリティワイヤー等により固定する

・特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、パスワー ドの
設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐ

・特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可
能な手段を採用する。

・特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ
削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用する。

特定個人情報等の漏えい・盗難等を防ぐ措置で、担当
者以外が特定個人情報を取り扱うことができないよう
な工夫を行うこと



技術的安全管理措置
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・ 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。
・ 特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、その機器を取り扱う事務取扱担当者を限
定する ・情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置
し、
不正アクセスを遮断する。

・情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等（ウイルス対策ソフトウェア
等）を導入する。

・導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェ
アの有無を確認する。

・機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフト
ウェア等を最新状態とする。
・ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する。

担当者を限定するためのアクセス制限をおこなうことや、
ウイルス対策ソフトウエア等を導入し、最新の状態に
アップデートしておくことなど



小規模事業者の安全管理 まとめ
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① 個人番号を扱う人をあらかじめ決めておく

② 個人番号が書かれた書類は、鍵のかかる机や棚
でしっかりと保管をする。

③ パソコンがインターネットに接続されている場合は、
ウイルスソフトを最新の状態にする。

④ 従業員の退職等で個人番号が必要なくなったら、
シュレッダー等で細かく裁断をして個人番号を
破棄する。



個人番号の管理の外部委託
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会社は従業員の個人番号の管理に対して一切タッチをしないため、情報漏え
いに関するリスク低減されます。

例）弊社サービス

先ずお客様企業内にて従業員の方より通知カードのコピー等の必要書類を取り纏め
本人確認を行って頂きます（STEP1）

取り纏め頂いた書類をお預かりし、個人番号の入力から管理までの一連の作業を代
行します。



外部委託サービス利用のメリット
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会社がすべき事項
① 取扱事務の範囲の明確化
② 物理的な安全対策を講じる
③ ネットワーク上の安全管理体制の整備
④ 個人番号の保管ルールの策定
⑤ 個人番号の廃棄・削除方法の決定
⑥ 情報漏えい防止対策を決定
⑦ 情報漏えいを防止するための社員教育（1年に1回が望ましい）
⑧ 苦情や相談への対応
⑨ 個人番号の取得に関する従業員への告知
⑩ 個人番号取扱担当者を選任
⑪ 個人番号の保管
⑫ 個人番号の利用履歴の管理
⑬ 個人番号の廃棄

個人番号の管理を外部委託することによって、下記①～
⑬を会社は省略することができます。



(有)人事・労務の個人番号管理サービス
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(有)人事・労務

個人番号登録 専用書類を(有)人事・労務に送付していただきコンサルタントが個人番号を入力

個人番号取扱担当者設定 取扱担当者の設定は必要。
ただ、基本的に個人番号の登録から破棄まで(有)人事・労務が行うため取扱担当者

が作業を行うことはありません。また、社内で出たマイナンバー制度の質問について
も質問を集約して頂ければコンサルタントが回答します。

マイナンバー利用 労働保険・社会保険の手続が発生した場合(有)人事・労務で保管をしている個人番
号を利用して手続を行うため、取扱担当者の作業はありません。

廃棄 保存期間が過ぎた個人番号は、会社に破棄する旨の連絡を行い廃棄します。

情報セキュリティ研修 人的安全管理措置により担当者等に情報の取扱に関する研修を行うことが求めら
れています。(有)人事・労務は、個人番号を保管しているお客様に対して費用を頂か
ずに研修を行います。

就業規則や規程の改定 個人番号を扱うことによって、これまで無かったルールを作成して運用をしていく必
要があります。(有)人事・労務は、個人番号を保管しているお客様に対して費用を頂
かずにマイナンバー制度に関連する規程の作成・修正をおこないます。

履歴レポート 個人番号をどの手続に使用したのか履歴レポートを月に一回発行します。

初回登録料 50,000円

価格（1人あたり） 初月 200円
2ヵ月目以降 100円

基本料金 10,000円/月

更新料 0円



木津 朋之（きつともゆき）
有限会社人事・労務 チーフコンサルタント

東海大学法学部卒業後、有限会社人事・労務にて、人事コンサルタントとして入社当初より中小企業のみならず上場企業に至るまで
就業規則作成やES向上型人事制度の構築に携わる。最近では、IT関連業に特化したES向上型人事制度の実施に携わり定評を得
ている。経営者・人事担当者向けの専門雑誌への執筆や企業研修での講師、就職支援セミナーなどでの講演も行っている。

●主な講演実績
・『賞与分配』と『評価者（考課者）訓練』のノウハウ（ピーシーエー株式会社）
・会社を強くする！賢い賃金の決め方 （ピーシーエー株式会社）
・組織活性化に寄与する人事担当者のための労務問題&業務改善セミナー
・社労士が語る！あなたの会社の人事制度はなぜ動かないのか？ その他多数

● 主な執筆実績
・社会保険の遡及手続の可否とその期間等（労務事情）
・離婚時の社会保険手続きと年金分割制度（労務事情）
・療養に関する保険給付について（労務事情） 等

有限会社人事・労務
現在社長を務める矢萩大輔が、1995年に26歳で開設した社労士事務所が母体となり、1998年に人事・労務コンサルタント
集団として設立。企業の人事・労務管理、賃金・評価制度の構築・運用コンサルティングから、組織診断ソフト「人財士」を
活用したＥＳ（従業員満足）向上のための支援など、幅広く企業の活性化のためのコンサルティングを行っている。

本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷3 丁目1-12 松が谷センタービル5F
TEL 03（5827）8217 FAX 03（5827）8216
http://www.jinji-roumu.com/

プロフィール
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